
　岐阜のシンボルである清流 長良川。鮎の名産地でもあり、その漁法
である長良川鵜飼は国重要無形民俗文化財としても登録されていま
す。例年5月中旬～10月中旬にかけて行われる長良川鵜飼は1300年
以上の歴史があるとされており、鵜飼で獲れた鮎は鮮度が落ちにくく、
皇室御用として皇居にも納められています。夜、船上のかがり火に映る
鵜と鵜匠の職人技は一見の価値ありです。 

トーカイのご当地グルメ
トーカイ従業員おすすめ情報をピックアップ！

企画課
編

　岐阜にある本社より企画課がオススメするのは、奈良屋本店さんの『雪たる満・都鳥』で
す。奈良屋本店さんは天保元年（1830年）創業の老舗和菓子店であり、国内外の博覧会等
で数々の受賞をされている名店です。
　今回ご紹介する『雪たる満』は1886年に3代目店主が砂糖と卵白を使った菓子を考案
し、試行錯誤の末作り上げた逸品です。雪のように白くほ
どけるような甘いくちどけと、だるまのような形から雪た
る満と名付けられました。
　この雪たる満を故 昭憲皇太后(故 明治天皇の御后)の
銀婚式に献上された際に太后が大変お気に召され、「鳥
の形に作ってみたら」とのお言葉から生まれたのが『都
鳥』です。由緒ある岐阜の銘菓、ぜひご賞味ください。
HP https://naraya-honten.com/yuki/ 

『長良川の鵜飼』 

合名会社奈良屋本店『雪たる満・都鳥 (曲げわっぱ入り)』

2021年の「祝日」は
カレンダーと異なります

〒500-8069 岐阜県岐阜市今小町18番地 　TEL: 058-262-0067 

※詳しくは裏面をご覧ください。

企画課
おススメ

読者プレゼント
トーカイ通信に関する意見・ご感想などをお寄せいただいた方の中から
抽選で20名様にプレゼント。

見 ご感想など

20名様

　企画課では、営業所の皆さんの専門知識向上やスキル習得のサポー
トを行っています。直接、利用者様やケアマネジャー様にお会いする機
会はほとんどありませんが、陰ながら皆さんのお力添えができるよう
トーカイ全体のレベルアップに努めていきます！！

左から 長尾、古沢、加藤 

　昨年延期された東京2020オリンピック・パラリンピック開催を想定して、2021年の祝日の一部が移動することが、
令和2年12月4日に公布された東京オリンピック・パラリンピック特別措置法等の一部を改正する法律で決まりました。
　手元にある2021年カレンダーや手帳と祝日が変わりますのでご注意ください。

　一般的にカレンダーの作成は、販売される1年以上前から始まってい
ます。そのため、2021年版のカレンダーは、2020年の初めには印刷に
取り掛かり始めていました。
　今回の祝日の改正については、2020年12月に決定したことから流
通しているカレンダーや手帳は、改正前の暦になっています。下記のよ
うに祝日が平日、平日が祝日に変わりますので注意が必要です。

令和2年12月4日に公布された東京オリンピック・パラリンピック特別措置法等の一部を改正する法律で決まりました。
手元にある2021年カレンダーや手帳と祝日が変わりますのでご注意ください。

　一般的にカレンダーの作成は、販売される1年以上前から始まってい
ます。そのため、2021年版のカレンダーは、2020年の初めには印刷に

2021年の祝日を確認しておきましょう
2021年の祝日
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文化の日
勤労感謝の日 参考：首相官邸ホームページ「2021年の祝日移動について」

　　  内閣府ホームページ「国民の祝日」について」
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こんにちはトーカイです2021年
2月号トーカイ通信トーカイ通信 　日頃は株式会社トーカイをご愛顧賜り

誠にありがとうございます。 
暦の上では春ですが、
まだまだ寒い日が続いております。
　体調を崩されないようご自愛ください。



令和3年4月介護報酬改定情報介護保険
情報

【個人情報の使用目的について】 
ご記入された個人情報等は以下の目的にのみ使用し、以下の場合を除いて、第三者に提供いたしません。 
● 統計データを作成し、今後のトーカイ通信の作成や商品やサービスの向上を図るため 
● プレゼント当選者への商品の発送のための配送業者への住所・氏名・電話番号の開示のため

トーカイ通信に関するご意見・プレゼントの応募について

●発行・編集/株式会社トーカイ　シルバー事業本部 企画部　〒500-8828　岐阜県岐阜市若宮町9丁目16番地　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 〔電話〕058-377-2986　〔FAX〕058-263-0151

プレゼント応募締切：2021年2月28日(日)

2021.2  ［vol.81］

トーカイ通信に関するお声をお寄せいただいた方の中から抽選で「雪たる満・都鳥(曲げわっぱ
入り)」を合計20名様にプレゼントいたします。右記方法にてお声をお寄せください。ご感想
もお待ちしています！！ （ペンネーム可）
【プレゼントのご応募について】
ホームページに掲載の「トーカイ通信2021年2月号」 からご応募することができます。
必要事項をご記入いただきお送りください。
（ご連絡は、＠tokai-corp.comがドメインのアドレスより送信させていただきます。）

プレゼントの合い言葉「2102」

■URL　https://www.tokai-corp.com/silver/（ホームページの一番下にあります）

【送付先】

■アクセス方法　(株)トーカイホームページトップ画面 ⇒ 介護用品レンタル⇒ 2021年2月号

トーカイ通信プレゼント

　厚生労働省は令和3年1月18日開催の介護給付費分科会で、令和3年4月介護報酬改定に関する具体的な見直し案を示しました。今
後、パブリックコメントの募集を行い、告示・省令として発されます。
　今回は、改正案の内容から『居宅介護支援/介護予防支援』に関する部分を整理しました。

参考：2021年1月18日開催 厚生労働省 介護給付費分科会 資料「資料１ 令和３年度介護報酬改定の主な事項 / 資料２ 介護報酬の算定構造」

居宅介護支援/介護予防支援編

特定事業所加算

令和3年度介護報酬改定の対応　-居宅介護支援/介護予防支援-　　

特定事業所加算（Ⅰ）500単位/月　➡  特定事業所加算（Ⅰ）505単位/月
特定事業所加算（Ⅱ）400単位/月　➡  特定事業所加算（Ⅱ）407単位/月
特定事業所加算（Ⅲ）300単位/月　➡  特定事業所加算（Ⅲ）309単位/月
　　　　　　　　　　　　　　　　  特定事業所加算（A）100単位/月（新設）

＜現行＞ ＜改定後＞

居宅介護支援費（Ⅰ）

通院時情報連携加算

例：要介護３･４･５の場合 

居宅介護支援費（ⅰ）取扱件数が40件未満の部分
居宅介護支援費（ⅱ）40件以上60件未満の部分
居宅介護支援費（ⅲ）60件以上の部分

1,398単位/月
698単位/月
418単位/月

居宅介護支援費（Ⅱ）　
居宅介護支援費（ⅰ）取扱件数が45件未満の部分
居宅介護支援費（ⅱ）45件以上60件未満の部分
居宅介護支援費（ⅲ）60件以上の部分

1,398単位/月
677単位/月
406単位/月

特定事業所加算において、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を新たに評価する。

※全サービス共通の内容についてはトーカイ通信2021年1月号参照

※特定事業所加算（Ⅳ）は特定事業所加算から切り離して
　「特定事業所医療介護連携加算（125単位/月）」とする

※加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Aの要件として、必要に応じて、多様な主体等が提供する生活
支援のサービス（インフォーマルサービスを含む）が包括的に提供される
ような居宅サービス計画を作成していることを新たに求める（新設）

利用者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行
い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録した場合。

●介護支援専門員の配置：常勤１名以上、非常勤１名以上（非常勤は他事業との兼務可）
●連絡体制・相談体制確保、研修実施、実務研修への協力、事例検討会等実施：他の事業所との連携による対応を可とする

〔算定要件（特定事業所加算（A）〕　※加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと異なる部分

〔算定要件〕

適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経営の安定化を図る観点から、逓減制において、ICT活用又は事務職員の配置を行っている場合の
適用件数を見直す（逓減制の適用を40件以上から45件以上とする）。

利用者が医療機関で診察を受ける際に同席し、医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえてケアマネジメントを行うことを新たに評価する。

※ICT活用又は事務職員の配置あり

※利用者１人につき、１月に１回の算定を限度とする。

50単位/月（新設）

委託連携加算

介護予防支援について、地域包括支援センターが委託する個々のケアプランについて、居宅介護支援事業者との情報連携等を新たに評価する。

※利用者１人につき指定居宅介護支援事業所に委託する
　初回に限り、所定単位数を算定。

300単位/月（新設）

● （看護）小規模多機能型居宅介護事業所連携加算について、算定実績を踏まえて、廃止する
● 前６カ月のサービスの利用割合等を利用者に説明、介護サービス情報公表制度で公表することを求める
● 退院・退所時のカンファレンスにおける福祉用具専門相談員等の参画促進
● サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保
● 生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証の仕組みの見直し
● 看取り期でのサービス利用前の相談・調整の評価　● 看取り期における本人の意思を尊重したケアの充実

介護予防支援事業所
（地域包括支援センター）

居宅介護
支援事業所 被保険者

①委託

随時情報連携

④委託費の支払い

③請求
②ケアプラン作成

逓減性の見直し居宅介護支援

特定事業所加算の見直し居宅介護支援

医療機関との情報連携の強化居宅介護支援

介護予防支援の充実介護予防支援

上記以外の改定内容

※件数：介護支援専門員１人当たりの取扱件数


